
平成 23 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（ 外務省 ） 

制 度 名 法人税率の引下げ 

税 目 法人税 

要

望

の

内

容 

 
現在、国際的に比較し高水準にある法人税率を引き下げる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平年度の減収見込額 

（制度自体の減収額） 
    百万円 
（    百万円） 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴  政策目的 

法人税率の引き下げによって投資誘致上の国際競争力を高め、対日直接投資を
通じた日本経済の活性化を促進させる。 

 

 

 

⑵  施策の必要性 

・現行法人実行税率（国税・地方税で４０．６９％）は、米を除く主要国（欧
米・中・韓）と比して高い。 

・各国は、投資誘致を通じた経済活性化のため、低めの法人税を設定すること 

が主流となっており、この流れに適応した税制に改めることが必要である。 

・高い法人税率は投資阻害要因の一つとの意見あり。（欧州委員会、欧州ビジ
ネス協会、等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項

 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

Ⅱ．分野別外交 
 ４．国際経済に関する取組 
  （５）海外の日本企業支援と対日投資の促進 
 
 

政 策 の 

達成目標 

 
当該税制見直しにより、対日直接投資促進をはかり、我が国 
経済活性化、雇用機会増大につなげる。 
 
 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
恒久措置としての改善要望 
 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
 
 
 
 

政策目標の

達 成 状 況 

 
 
 
 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

 
法人税法規定の納税義務者 
 
 
 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
 
 
 

相 

当 

性 
当該要望項 

目以外の税

制上の支援

措 置 

 
特段の措置無し 
 
 
 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
特段の措置無し 
 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
 
 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

 
対日投資の大きな障壁となっているビジネスコストを目に見え
る形で低減させることができ、更に他の施策で同様の効果が得
られることは考えにくいことから、本措置は妥当。 
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租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
 
 
 
 
 
 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
 
 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
 
 
 
 
 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
 
 
 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
平成２２年度税制改正要望提出。 
２２年度税制改正大綱においては２３年度以降の検討課題と 
された。 

 


